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〔平成 28年４月 22日更新〕 
 

平成 28年４月 

熊本国税局 

 

平成 28年４月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税制上の措置（手続）等につきまし

て、照会の多い事例を取りまとめましたので、参考としてください。 
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平成 28年４月の熊本地震災害により 

被害を受けられた方の税務上の措置（手続）ＦＡＱ 

 このＦＡＱについて、お知りになりたいことがありましたら、電話相談センターをご利用ください。電

話相談センターのご利用は、所轄の税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「１」を選択し

てください。個別的なご相談については、番号「２」を選択して、所轄の税務署へご相談ください。 

 なお、現在、熊本国税局では、電話がつながりにくい状況となっておりますので、ご了承いただきます

ようお願いします。 

◆◆ 問合せ先に関するご案内 ◆◆  
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Ⅰ 災害にあった場合の税制上の取扱い 

［Ｑ１］地震によって自宅等に被害を受けた場合、税の軽減や免除を受けることができる税制

上の措置には、どのようなものがありますか。 

 

［Ａ］ 

  １ 地震などの災害にあった場合の税制上の措置としては、 

    ①申告・納付等の期限の延長、②所得税の全部又は一部の軽減、③相続税・贈与税の免

除又は軽減、④納税の猶予などがあります。 

  ２ 申告、納付等の期限の延長については、災害などの理由により、国税に関する申告・納

付等をその期限までにすることができないと認められる場合には、所轄の税務署長等は、

その理由のやんだ日から２か月以内に限り、申告・納付等の期限を延長することができる

とされています（国税通則法第 11条）。 

  ３ 所得税の全部又は一部の軽減については、災害により、住宅や家財などに被害を受けた

ときは、①所得税法に定める雑損控除の方法、②災害被害者に対する租税の減免、徴収猶

予等に関する法律（以下「災害減免法」といいます。）に定める税金の軽減免除による方法

のどちらか有利な方法で、所得税の全部又は一部の軽減を受けられる場合があります（所

得税法第 72条、災害減免法第２条）。 

  ４ 相続又は贈与により取得した財産について、災害により被害を受けたときは、相続税・

贈与税の免除又は軽減を受けられる場合があります（災害減免法第４条、第６条）。 

  ５ 納税の猶予については、災害により、財産に相当の損失を受けた納税者や国税を一時に

納付することが困難な納税者について、税務署長に申請し、その承認を受けることにより、

原則として１年以内の期間に限り、国税の全部又は一部についての納税の猶予を受けるこ

とができます（国税通則法第 46条）。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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Ⅱ 申告・納付等の期限延長の手続き 

 【地域指定による期限延長】 

 ［Ｑ２－１］今般の熊本地震災害により、熊本県下について、国税庁長官による地域指定が行

われたと聞きました。この地域指定された地域
．．．．．．．．．

に納税地がある個人又は法人は、税務

署に何か手続きをしなければならないのでしょうか。〔平成 28年４月 22日追加〕 

 

[Ａ] 

熊本地震災害における地域指定による期限延長については、平成 28年４月 22日付で熊本県

を指定して行われており、その期限が平成 28年４月 14日以降に到来する申告、納付などにつ

いて、その期限を延長することとされています（平成 28年国税庁告示第９号）。 

お尋ねのように、地域指定された地域に納税地がある個人又は法人にあっては、地域指定に

よって、特段の手続きを経ることなく、自動的に申告・納付の期限が延長されています。 

したがって、その指定された期日（現時点ではこの期日は指定されていません。[Ｑ２－２]

参照。）までに申告すればよいことになります。 

 
 なお、相続税に関しては、[Ｑ２－４]を参照してください。 
 
（参考） 

 災害などの理由により、国税に関する申告、納付などをその期限までにすることができな

いと認める場合には、所轄の税務署長などは、次により、その理由のやんだ日から２か月以

内に限り、申告、納付などの期限を延長することができることとされています（国税通則法

第 11条）。 
 

イ 地域指定（国税通則法施行令第３条第１項） 

災害などの理由により、都道府県の全部又は一部にわたり期限までに申告、納付などを

行うことができないと認める場合には、国税庁長官は地域及び期日を指定してその期限を

延長することとされています。 
 

ロ 個別指定（国税通則法施行令第３条第２項） 

地域指定がされている場合を除き、所轄の税務署長は納税者の申請により、期日を指定

して申告、納付などの期限を延長することとされています（[Ｑ２－５]参照。）。 

 

 ［Ｑ２－２］熊本県における申告・納付等の期限は、いつまで延長されているのでしょうか。

〔平成 28年４月 22日追加〕 

 

[Ａ] 

熊本地震災害における地域指定による期限延長については、平成 28年４月 22日付で熊本県

を指定して行われており、その期限が平成 28年４月 14日以降に到来する申告、納付などにつ

いて、その期限を延長することとされています（平成 28年国税庁告示第９号）。 

お尋ねの申告・納付等の期限を延長する期日については、現時点では定められていません。 

この期日は、別途、国税庁告示により定めることになりますが、申告・納付などの期限をい

つまで延長するかは、今後、被災者の皆様の状況に十分配慮して検討してまいります。 
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 ［Ｑ２－３］熊本県における申告・納付等の期限が延長されるとのことですが、仮に、その延

長された期限までに確定申告書を提出することができない場合にはどうしたらよい

でしょうか。〔平成 28年４月 22日追加〕 

 
 

[Ａ] 

地域指定による申告期限の延長があった場合に、災害などの理由により、その延長された期

限までに確定申告書を提出することができないときは、個別指定（[Ｑ２－５]参照。）に基づい

て、その延長された申告期限を再延長することができます。 

 

お尋ねのように、延長された期限まで確定申告書を提出することができない場合には、状況

が落ち着いた後、改めて、ご相談ください。 
 

 

 ［Ｑ２－４］熊本県における申告・納付等の期限の延長について、相続税の場合は、熊本県内

に相続人の住所地がある者でも、期限が延長されない場合があると聞きました。相続

税の場合の取扱いについて教えてください。〔平成 28年４月 22日追加〕 

 
 

[Ａ] 

相続税の場合は、相続開始日における被相続人の
．．．．．

住所地
．．．

が納税地となりますので、今回の地

域指定による期限延長については、次の表のとおりとなります。 

なお、相続開始日における被相続人の住所地（相続税の納税地）が熊本県以外
．．．．．

で、相続人等

が災害により相続税申告書を申告期限までに提出できない場合は、個別指定による期限延長が

認められますので[Ｑ２－５]を参照してください。 

 

被相続人の相続開始日 
相続開始日における 
被相続人の住所地 

（＝相続税の納税地） 

今回の地域指定による 

期限延長の対象か否か 

平成 27 年６月 14 日以降 
延長前の相続税の申告期限が 
平成 28年４月 14日以降 

熊本県 ○（対 象） 

熊本県以外 ×（対象外） 

平成 27 年６月 13 日以前 
相続税の申告期限が 
平成 28年４月 13日以前 

－ ×（対象外） 

（注）相続開始日とは、通常は被相続人の方が死亡した日をいいます。 

 
 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 



  - 6 - 

 

【個別指定による期限延長】  

 ［Ｑ２－５］地域指定され
．．．．．．

ていない
．．．．

地
．
域
．
に納税地がある個人・法人が、災害により、確定申告

書を申告期限までに提出することができない場合にはどうしたらよいでしょうか。

〔平成 28年４月 22日追加〕 

 

［Ａ］ 

納税地を管轄する税務署長に対し、災害等のやんだ日から相当の期間内に「災害による申告、

納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長等が指定した日（災害等のやん

だ日から２か月以内）まで期限が延長されます（個別指定）。 

なお、申請書の提出に代えて、災害等のやんだ日以降に申告等を行う際、その申告書等の余

白に「熊本地震災害により被害を受けたため、申告書の提出期限及び納付期限の延長を許可さ

れたい。」旨を付記して提出いただいても差し支えありません。 

いずれにしても、状況が落ち着いた後、改めて、ご相談ください。 

 

 ［Ｑ３］申告・納付等の期限はいつまで延長が認められますか。 

 

［Ａ］ 

  １ 申告・納付等の延長期限については、国税通則法第 11条に基づき、災害等のやんだ日か

ら２か月以内とされています。 

  ２ また、申告・納付等の期限延長申請をされた方につきましては、個々の納税者の被災状

況等を踏まえて延長期限を個別にご連絡させていただくこととしております。 

 

 

［Ｑ４］災害等のやんだ日とは、いつの日をいいますか。 

 

［Ａ］ 

災害等のやんだ日とは、申請者に特別な事情がある場合を除いて、客観的に見て、申告・納

付等の期限延長の申請をした方が、申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる

程度の状態に復した日となりますが、例えば、交通の途絶があった場合には、交通機関が運行

を始めた日などになります。 

いずれにしても、状況が落ち着いた後、改めて、ご相談ください。 
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［Ｑ５］顧問税理士が被災されており申告できない場合にも、期限延長は認められますか。 

 

［Ａ］ 

今般の地震災害の影響により、顧問税理士が被災し、事務所に入ることができない、又は、

避難所に避難している状況であるなど、期限までに納税者の方の申告ができない場合があるこ

とも想定されます。 

そのような場合についても期限延長が認められますので、「災害による申告、納付等の期限延

長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

Ⅲ 納付 

 ［Ｑ６］申告・納付等の期限の延長が認められた場合、延滞税・利子税はどのようになりますか。 

また、加算税は賦課されますか。 

 

［Ａ］ 

１ 国税通則法第 11条の規定に基づき、国税の納期限が延長された場合には、その延長され

た期間については、その国税に係る延滞税及び利子税は課されません（国税通則法第 63

条第２項、第 64条第３項）。 

２ また、加算税については、認められた延長期限内に申告を行えば課されません。 
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［Ｑ７］今般の熊本地震災害により被害を受けましたが、納税の猶予はどのような場合に受け 

ることができますか。 

 

［Ａ］ 

今般の熊本地震により、財産に被害を受けた場合や、国税の納付が困難となった場合には、

次のとおり納税の猶予を受けることができますので、状況が落ち着いた後、改めて、ご相談く

ださい。 
 

 災害により財産に相当な損失を受けた場合の

納税の猶予（国税通則法 46①） 

災害等により納付困難となった場合の納税の

猶予（国税通則法 46②） 

対象国税 災害のやんだ日以前に納税義務が成立してお

り、災害により財産に損失を受けた日以降１年

以内に納期限が到来する国税 

特に制限なし 

要件 １ 災害により財産に相当な損失を受けたこ

と（保険金等により補てんされる金額は損失

額から控除） 

※ 相当な損失とは被害額が全資産額のおお

むね 20％以上である場合をいいます。 

２ 災害のやんだ日から２月以内に申請があ

ること 

１ 災害その他やむを得ない理由に基づき、国

税を一時に納付することが困難なこと 

２ 申請があること 

申請方法 「納税の猶予申請書」を税務署へ提出 

※ 納税の猶予申請書には被災明細書の添付

が必要になりますが、被災状況が判明するま

でに日時を要するときは、後日、被災明細書

を提出してください。 

なお、被災明細書に代えて、市町村が発行

するり災証明書又は申請者の方への聴き取

りによる方法でも確認を行っています。 

「納税の猶予申請書」を税務署へ提出 

納税の猶予

の期間 

その納期限から１年以内 

国税通則法第1 1条により納期限が延長されて

いる場合は、延長後の納期限から１年以内 

１年以内 

やむを得ない理由があると認められるときは、

申請に基づき、延長することができる。 

ただし、既にこの規定による納税の猶予を受け

た期間と合わせて２年以内（国税通則法 46⑦） 

猶予金額 対象国税の全部又は一部 災害等により被害を受けたことに基づき一時

に納付することが困難と認められる金額 

担保 不要 原則として必要（猶予金額が 100万円以下の場

合、猶予の期間が３か月以内の場合、又は担保

として提供することができる種類の財産がな

いといった事情がある場合は不要）（国税通則

法 46⑤） 

延滞税 猶予期間に対応する延滞税の全額を免除（国税

通則法 63①） 

猶予期間に対応する延滞税の全部又は一部を

免除（国税通則法 63①） 
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［Ｑ８］納税の猶予の「相当の損失」とはどの程度の損失をいいますか。 

 

［Ａ］ 

「相当の損失」とは、災害による損失の額が納税者の全積極財産の価額に占める割合が、お

おむね 20％以上の場合をいいます。 

この場合、災害により損失を受けた財産が生活の維持又は事業の継続に欠くことのできない

重要な財産（住宅、家庭用動産、農地等）である場合の損失の割合は、その重要な財産の区分

ごとに行うこともできます。 

なお、保険金又は損害賠償金などにより補てんされた又は補てんされるべき金額は、上記の

損失の額から控除することになります（国税通則法基本通達第 46条関係２）。 
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 ［Ｑ９］給与所得者は毎月源泉徴収されていますが、被災した場合に源泉徴収をされないよう

な措置がありますか。 

［Ａ］ 

１ 給与所得者や公的年金等の受給者の方が、災害により住宅又は家財について、その価額

の２分の１以上の損害を受け、かつ、平成 28年分の合計所得金額の見積額が 1,000万円以

下の方については、その見積額に応じて、源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予や還

付を受けることができます（災害減免法第３条）。 

徴収猶予又は還付される金額 

その年分の合計所得金額の

見積額等 
徴収猶予される金額 還付される金額 

500万円以下の場合 災害のあった日からその年の 12月 31

日までの間に支払を受ける給与又は

公的年金等につき源泉徴収をされる

所得税及び復興特別所得税の額 

その年１月１日から災害のあった日

までの間に支払を受けた給与又は公

的年金等につき源泉徴収をされた所

得税及び復興特別所得税の額 

500 万円を

超え 750 万

円以下の場

合 

(1) ６月 30

日以前に

災害を受

けた場合 

災害のあった日から６か月を経過す

る日の前日までの間に支払を受ける

給与又は公的年金等につき源泉徴収

をされる所得税及び復興特別所得税

の額 

ありません 

(2) ７月１

日以後に

災害を受

けた場合 

災害のあった日からその年の 12月 31

日までの間に支払を受ける給与又は

公的年金等につき源泉徴収をされる

所得税及び復興特別所得税の額 

７月１日から災害のあった日までの

間に支払を受けた給与又は公的年金

等につき源泉徴収をされた所得税及

び復興特別所得税の額 

(3)  (1)又

は (2) に

代えてこ

の項によ

ることを

選択した

場合 

災害のあった日からその年の 12月 31

日までの間に支払を受ける給与又は

公的年金等につき源泉徴収をされる

所得税及び復興特別所得税の額の２

分の１ 

その年１月１日から災害のあった日

までの間に支払を受けた給与又は公

的年金等につき源泉徴収をされた所

得税及び復興特別所得税の額の２分

の１ 

750 万円を

超え 1,000

万円以下の

場合 

(1) ９月 30

日以前に

災害を受

けた場合 

災害のあった日から３か月を経過す

る日の前日までの間に支払を受ける

給与又は公的年金等につき源泉徴収

をされる所得税及び復興特別所得税

の額 

ありません 

(2) 10 月 1

日以後に

災害を受

けた場合 

災害のあった日からその年の 12月 31

日までの間に支払を受ける給与又は

公的年金等につき源泉徴収をされる

所得税及び復興特別所得税の額 

ありません 
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２ この源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予（併せて還付を受ける場合を含む）を受

けようとする方は、「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書（災免用）（給

与等・公的年金等・報酬等）」を、給与等又は公的年金等の支払者を経由して、申請する方

の住所地の所轄税務署長あてに提出をお願いします（給与等又は公的年金等の支払者の所

轄税務署長に提出しても差し支えありません。）。 

  ３ なお、この源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整

がされませんので、確定申告により所得税を精算することになります。 

   

（平成 28年分の年間の合計所得金額の見積額が 1,000万円を超える場合） 

  １ 住宅又は家財の損害割合が２分の１に満たない場合や平成 28 年の年間の合計所得金額

の見積額が 1,000万円を超える場合でも、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額を

基に計算した金額を限度に、平成 28年又は平成 29年以降最長３年間、源泉所得税及び復

興特別所得税の徴収猶予を受けることができます。 

  ２ この源泉徴収税及び復興特別所得税の徴収猶予を受けようとする方は、「繰越雑損失があ

る場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請書」に「徴収猶予を受ける限度額又は猶予期間の

計算書」を添付して、住所地の所轄税務署長に提出をお願いします。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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Ⅳ 申告手続等 

［Ｑ10］地震被害により帳簿書類が滅失してしまった場合は、どのように申告をすればよいで

すか。 

 

［Ａ］ 

１ 確定申告については、前年の所得計算の内容を参考にするなどして、可能な限り正確な

所得計算をしていただき、申告していただくようお願いします。 

２ 前年の所得計算の内容を参考とされる場合には、所轄税務署に提出された決算書等の保

存がありますので、所轄の税務署で閲覧をお願いします。 

３ なお、避難所等に避難されており、所轄の税務署へ相談することが困難な場合には、避

難所等の最寄りの税務署にご相談ください。 

 

［Ｑ11］地震被害により課税仕入れに係る帳簿書類等が滅失してしまいましたが、消費税の仕

入税額控除は認められますか。 

 

［Ａ］ 

災害その他やむを得ない事情により課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を

保存できなかった場合に該当しますので、帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れについ

ても、仕入税額控除は認められます（消費税法第 30条第７項）。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

（注） 上記の内容は、平成 28年４月 22日現在の法令等に基づいて作成しています。 


